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自分の最低賃金

長崎県 最低賃金
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厚生労働省
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中小企業事業者の皆さんへ

業務改善
二九成金

最低賃金に関する特設サイト

https:〃www Saiteichingin info/

最低賃金制度 Щ

最低賃金に関するお問い合わせは長崎労働局または最寄りの労働基準監督署ヘ

長崎労働局ホームベージアドレス httpS:〃 ,Site mhtw go,p/nagasaki―「oudoukyoku/野 靱
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「最低賃金制度Jつて、

司

働くすべての人に、賃金の最低額 (最低賃金額)を

保障する需U度のことだよ!

年齢やJ〔
ロトロ学生アル「11イトなどの働き方の違 Llに かかわらず、

すべての労働者に適用どれます。 ・ぐ

゛

ド

魚

,｀

江織

確認の方法は? 確認したい賃金を時間額にして、
最低賃金額 (時間額)と比較してみましょう !

円

時間給

円

最低賃金額 (B寺問額)

(※ 1)最低賃金額との比較に当たつて、次の賃金は算入 しません。
①臨時に支払われる賃金 (結 婚手当など)② lか月を超える期間ごとに支払われる賃金 (賞与など)③所定労働時間を超える時間の労働に対 して支払われる賃金 (時 間外割増賃金など)①所定労働 日以外
の日の労働 に対 して支払われる賃金 (休 日割増賃金など)③ 午後 10時から年前 5時 までの間の労働 に対 して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金 の計算額を超 える部分 (深 夜割増賃金など)

①精皆勤手当、通勤手当および家族手当
(※ 2)詳細な計算方法や、歩合給の場合の計算方法などは労働局または最寄りの労働基準監督署ヘ

円

日 給

時 間

1日の平均所定労働時間

円 円

最低賃金額 (時間額)

円

月 給

時間

1か月の平均所定労働時間

円 円

最低賃金額 (時間額)

>

>

>

4

1 時間給の場合

2 日給の場合

3 月給の場合

例えば、基本給が日給で

各手当 (職務手当など)が

月給の場合

0基本給(日 給)→ 2の計算で時間額を出す

0各手当(月 給)→ 3の計算で時間額を出す

00と②を合計した額 ≧最低賃金額(時間額)

上記 1"2,3が
組み合わさつている場合

最 低 賃 金 額 と の 比 較 方 法 あなたの賃金と該当する都道府県の最低賃金額を書き込んでみましょう。(※舛

使用者も、労働者も、必ず確認。頭低賃金。Ⅷ

「業務改善助成金」は、生産性を向上させ「事業場内で

最も低い賃金 (事業場内最低賃金)」 の引上げを図る

中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。設備

投資などを行なつた場合、支給の要件に応じてその費

用の一部を助成します。

1

I支給の要件

賃金引上げを支援する助成金を

積極的に活用しましょう。

業務改善助成金の

動画もあります。

2

引上げ後の

賃金額の支払い

3

生産性向上に資する
機器・設備などを導入

4

解雇、賃金引下げ等の

不交付事由がない

業 務 改 善助 成 金

》

Щ

設備投資等に要した

費用の一部を助成

Ⅷ

飼

細 乳
事業場内最低賃金の

弓1■二げ

1

胤
交付申請書・

事業実施計画などを、

事業場がある都道府県

労働局に提出

432

渉渉〉

鼠 国 碑
交付決定後、

提出した計画

に沿つて事業

実施

労働局に

事業実施結果

を報告

鼠
支給

賃金引上げにお悩みの方は働 き方

改革推進支援センターにご相談 ください。

働 き方改革推進支援センター

日本政策金融公庫では、事業場内最低賃金の
引上げに取り組む者に対して、

設備資金や運転資金の融資を行つています。

働 き方改革推進支援資金

スマホ、携帯で
自分の地域の
最低賃金を
チェックしましょう !

業務改善助成金
最大

600万 円を
助成

中小企業事業者の皆さんヘ

詳しくは、こち

助成金

支給まで
の流れ

専門家による

無料相談を

実施

働き方改革
推進支援
資金中 Щ 中 Щ

(R49)



業務改善助成金 (通常コース)のご案内
「原材料高騰により利益が減少した事業者」への特例拡大など制度が充実します

業務改善助成金 (通常コース)は、事業場内で最も低い賃金 (事業場内最低賃金)の引き上げ、設備投
資等を行つた中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。新型コロナウイルス

感染症の影響により売上高が減少している事業者に対しては、助成対象経費が拡大される特例が設けら
れています。

事業内最低賃金

引き上げ

原材料費の高騰などで利益が減少した事業者に、特例を適用するなど、拡充を行いましたので、ぜひご

活用ください。

lH原材料高騰等の要因により利益が減少 した事業者に特例が適用されます

新型コロナの影響で売上高等が減少した事業者が特例を受けやすくなります

2日 最低賃金が低い事業者への助成率が引き上げられます

※「生産性」とは、企業の決算書類から算出した労働者 1人当たりの付カロ

価イ直を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性

と、その 3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水

準を超えている場合等に、加算して支給されます。

動成金支給までの流れ

■

支

給

費 用 の 一部

を助 成

設 備 投 資 等

機械設備、コンサルティング
導入、人材育成・教育訓線

拡充のポイント

「原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因に

より利益率※が前年同月に比べ 30/oポイント以上低下した事業

者」を特例の対象事業者に追加します。

※売上高総不u益率または売上高営業利益率 (申請前 3か月のうちの任意の1か月の

総利益または営業利益の金額を売上高で除した率)

「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少して

いる事業者」の要件を緩和します。

・売り上げ減少幅   :「 300/0」 →「150/o」

・売上高の比較対象期間 :「2年前まで」→「3年前まで」

(a)(b)いずれかの要件を満たす事業者は賃金引き上げ労働者数

10人以上の動成上限額区分を利用できます。

特例で助成対象経費となる自動車の要件を緩和します。

「定員11人以上」→『定員7人以上叉は車両本体価格200万

円以下」

(a)特例対象事業者の追加

(b)売上高等が減少している

事業者の要件緩和

(c)助成 上 限区分の緩 和

(d)助 成対象経費の要件緩和

事業場内最低

賃金
助 成 率

生産性※要件を

満たした事業者
の助成率

3/4 4/5

4/5 9/10

900円 以上

900円 未満

事業場内最低
賃金

助 成 率

生産性※要件を

満たした事業者
の助成率

3/4 4/5

4/5 9/10

事業場内最低賃金920円未満の事業場も賃

金引き上げ労働者数10人以上の助成上限

額区分を利用できます。

9/10870円未満

920円以上

870円以上

920円未満

交付決定後、提出

した計画に沿って

事業実施

労働局に事業実施

結果を報告

交付申請書・事業実施計画

などを事業場所在地を管轄

する都道府県労働局に提出

審 査 ・

交付 決 定
審 査



各コースの概要 ※申請期限 :令不日5年 1月 31日

※ 10人以上の上限額区分は、以下の①、②または③のいずれかに該当する事業場が対象となります。

①賓金要件 :事業場内最低賃金920円未満の事業場

②生産量要件 :

売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近 3か月間の月平均値が前年、前々年または 3年前の同し月に比べて、
150/O以 上減少している事業者

③物価高騰等要件 :

原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前 3か月間のうち任意の 1月 の利益率が
30/0ポイント以上低下している事業者

注意事項

・ 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。

・ 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

・ 事業完了の期限は、令和 5(2023)年 3月 31日です。

働 き方 改革推進 支援資金

日本政策金融公庫では、事業場内最低賃金の弓|き上げに取り組む方に、設備資金や
運転資金の融資を行つています。

詳しくは、事業場がある都道府県の日本政策金融公庫の窓口にお問い合わせください。

Ⅷ
日本政策金融公庫
店舗検索ページ

お問い合わせ

業務改善助成金についてご不明な点は、下記のコールセンターまでお問い合わせください。

業 務 改 善 助 成 金 コールセ ンター

電話番号 :0120山 366-440(受 付時間平日8:30～ 1フ :15)

その他詳細は厚生労働省ウェヲ
｀
サイトをご覧ください

交付申請書等の提 出先 は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部 (室)です

厚生労l勤省

30円 コース 30円以上

1人

2～ 3人

4～ 6人
フ人以上

10人以上※
100万 円

120万 円

30万 円

50万 円

フ 0万円

45円 コース 45円以上

10人以上※

2～ 3人

7

1人

4～ 6人

45万円

70万円

100万 円

150万 円

180万 円

60円 コース 60円以上

1人

2～ 3人

4～ 6人

フ人以上

10人以上※

60万円

90万円

150万 円

300万円

230万円

90円 コース 90円以上

※

フ

10

1人

4～ 6

2～ 3人
90万円

150万 円

2フ 0万円

450万円

600万円

以下の要件を両方満
たす事業場

・事業場内最低賃金
と地域別最低賃金
の差額が30円以内

・事業場規模 100人
以下

コース区分 引き上げ額 引き上げる労働者数 動成上限額 助成対象事業場

業務 改善助 成金 検 索

0 (R4,9.1)



業務改善勤威金 (特例コース)のご案内
対象期間延長とともに

「原材料高騰により利益が減少した事業者」も助成対象になりました

拡充のポイント

『業務改善助成金特例コース』は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が300/0以上減少し

た中小企業事業者等を支援する助成金です。

対象期間と申請期限を延長し、原材料費の高騰などで利益率が 50/0ポイン ト以上低下した事業者を対象

に追加するなどの拡充を行いましたので、ぜひご活用ください。

1日 申請期限と賃上げ対象期間を延長 します

・ 申請日までに賃金の引き上げを完了している必要があります。

・ 賃金引き上げ額が30円 に満たない場合でも、申請時までに遡つて追加の引き上げを行い、その差額が支払われた

場合は30円以上の引き上げがされたものとして取り扱います。

2日 対象となる事業者を拡大し、助成率も引き上げます

以下の要作をいずれも満たす必要があります。

● 以下の①または②のいずれかを満たす事業者であること           
―

① 新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高または生産量等を示す指標が、比較対象期間より300/O以 上

減少している事業者

・比較する売上高等の生産指標 :令和 3年 4月 ～令和 4年 12月の間の連続した任意の3か月間の平均値
。比較対象期間 :前年、前々年または 3年前の同期                  |
② 原材料資の高騰など社会的 。経済的環境変化等外的要因により令和 3年 4月から令和4年12月のうち

任意の 1月における利益率が 5%′ギ、イント以上低下した事業者         i
● 令和 3年 7月 16日 から令和 4年 12月 31日 までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げること

引き上げ前の事業場内最低賃金と地勅別最低賃金の差額が30円以内の事業者に限ります。

以下の要件をいずれも満たす必要があります。

● 就業規則等で、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後

の賃金額を支払っていること

就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。

● 生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと

生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費 (関

連する経費)がある場合は、その費用も支払う必要があります。

変 更 後

令和 4年 7月 29日 まで 令和 5年 二月31日まで

令和 3年フ月16日 ん`ら

令和 3年 12月 31日 まで

令和 3年 7月 16日から

令和 4年 12月 31日まで

申 請 期 限

賃 上 げ

対 象 期 間

「原材料賣の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により利益率※が前
年同月に比べ5%′ギ、イント以上低下した事業者」を追加します。

※売上高総利益率または売上高営業利益率 (令和 3年 4月から令和 4年12月のうち、任意

の 1か月の総利益または営業利益の金額を売上高で除した率)

売上高等が300/0以上減少 した事業者の売上高等の比較対象期間を見直します。

見直 し前 :令和 3年 4月から [令和 3年 12月 まで ]

見直 し後 :令和 3年 4月から [令和 4年 12月まで ]

※比較対象期間を2年前まで→3年前までに変更

【一律3/4】 を、事業場内最低賃金額が920円未満の事業者は 【4/5】 (こ

引き上げます。

助成対象事業者

の追 加

売 上 高 等 の

比 較 対 象期 間

見 直 し

助成率の

引き上げ

対象となる事業者 (事 業 場 )

支 給 要 件



特 例 コース の 概 要

助 成 額 最大 100万円 ※対象経買の合計額x助成率

助 成 率

事業場内最低賃金により異なります。

920円未満 :4/5
920円以上 :3/4

助成額・助成率

動 成 対 象

※2:「関連する経買」への助成は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます

動成金支給までの流れ        動成額の上限

引き上げる

労働者数
上 限 額

1人 30万 円

2人～ 3人 50万 円

4人～6人 70万 円

7人以上 100万 円

[参考 ]

日本政策金融公庫では、事業場内最低賃金の引

き上げに取り組む方に対して、設備資金や運転

資金の融資を行つています。

詳 しくは、事業場がある都道府県の日本政策金

融公庫の窓口にお問い合わせください。

担当部署 :

各都道府県日本政策金融公庫

支給

助成金の要綱・要領や、申請書の様式、記載例等はウェジ
｀
サイトからダウンロードできます。

お問い合わせ

業務改善助成金についてご
｀
不明な点は、下記のコールセンターまでお問い合わせください。

業 務 改 善 酌 成 金 コールセ ンター

電話番号 :0120‐ 366-440(受 付時間平日8:30～ 1フ :15)

その他詳細は厚生労働省ウェこノ
｀
サィトをご覧ください

交付 申請書等の提出先 は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部 (室)です

厚生労l重〕省
ひと、くらし、みらしヽのたうに

A生 産向上等に資する

設備投資等

機械設備※1、 コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など

※1:PC、 スマ木、タブレットの新規購入、乗車定員7人以上又は車両

本体価格200万円以下の自動車なども対象 (自動車は乗車定員

■■人以上から拡充)

B業 務改善計画に計上きれた

関 連 す る 経 費※2

広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設

など

交付申請書・事業実施計画などを提出する

。提出先 :事業場所在地を管轄する都道府県

労働局 雇用環境・均等部 (室 )

・締め切 り :令和 5(2023)年 1月 31日 (火 )

申請期限を延長する場合は、別途お知らせします。

予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を

終了する場合があります。

交付決定後、提出し

を実施

交付決定前に行つた設備投資等は助成対象外です。

に沿って取り組み

労働局に事業実施結果を報告

交付額確定後、労働局に 支払い請求を提出

審 査

審 査

業務 改善助成 金 検 索

0 (R4,9.1)


